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第８３回沖縄地方交通審議会船員部会

日 時 平成２７年９月２５日（金）１４時００分

場 所 沖縄総合事務局 ５Ｆ 「海技試験室」

出席者：

公 益 委 員 宮里委員、儀部委員、春田委員

労 働 者 委 員 姫路委員、大﨑委員、屋比久委員

使 用 者 委 員 宮城委員、大城委員

沖縄総合事務局 宮里船舶船員課長、玉城海事振興調整官

野原課長補佐、西専門官

議事次第

○開 会

○議 事

１．第８２回船員部会の議事録承認について

２．管内の雇用状況等について

３．意見交換

○閉 会

（配付資料）

１．第８２回船員部会の議事録（案）

２．船員職業紹介実績等一覧表（平成２７年８月分）



1

宮里部会長

定刻でございますので、第８３回船員部会を始めさせていただきます。

本日の委員の出席状況と配付資料の確認を事務局からお願いします。

事務局（西専門官）

本日は、公益委員３名、労働者委員３名、使用者委員２名が出席され

ており、船員部会運営規則第９条の規定による定足数を満たし、有効に

成立していることを御報告いたします。

それでは、配付資料の確認をさせていただきます。

（配付資料の確認）

宮里部会長

それでは、初めに第８２回船員部会の議事録の承認について、お諮り

します。

お手元に配付されています議事録を御確認ください。

議事録のとおりでよろしいでしょうか。

大﨑委員（労）

議事録の内容については承認させて頂きますが、意見を述べさせて頂

きます。議事録の５ページで健康証明書について触れさせて頂いており

ます。

陸上職を希望する場合は、健康証明書は要りませんが、海上職を希望

する場合は、健康証明の提出が必要とのことでしたが、船員不足が伝え

られている現時点で、初めて海上職を目指す方々は、貴重な存在だと思

います。健康でなければならないということは陸上も同じだと思います。

また、現在、求職活動中ということは、一般的に基本手当のみで生計

を立てている人だと考えます。その方々に健康証明書の提出を求めれば

そこまでして海上職を求めないのではないでしょうか。

海上職では船員手帳の健康診断がありますので、沖縄総合事務局で健

康状態を確認し、その健康状態をもって合否を決めるわけではないと考

えますので、陸上求職者と同じ扱いにしてもらいたいと思います。

なお、健康状態等は就職の合否の中で船社さんの方で確認すべきでは

ないでしょうか。

健康証明書の提出は、求職者に費用負担を強いることとなるので、陸

上と同じ条件にして頂きたいという意見を述べさせて頂きます。

宮里部会長

原案については承認ということでよろしいでしょうか。他の委員のか

たもよろしいでしょうか。

各委員

（「異議無し」）

宮里部会長
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では、異議なしということで承認されたものといたします。

続きまして、議題２の管内の雇用状況等について事務局に御説明をお

願いします。質問は最後にお願いします。

事務局（野原補佐）

平成２７年８月分の管内雇用状況等の概要について報告いたします。

● 求人状況について

新規求人数は５件でした。前月は１１件で６件減少、また、前年同

月は１６件で１１件減少となっております。月間有効求人数は２５件

でした。前月は２４件で１件増加、また、前年同月は３３件で８件減

少となっております。

月間有効求人数２５件の内訳としましては、商船等２３件、漁船２

件となっております。月末未済求人数は１２件でした。

● 求職状況について

新規求職数は９名でした。前月は８名でしたので、１名増加、また、

前年同月は５名で４名増加となっております。新規求職数９名の内訳

としましては、商船等６名、漁船３名となっております。月間有効求

職数は２５名でした。前月は２１名でしたので４名増加、また、前年

同月は２１名でしたので４名増加となっております。

月間有効求職数２５名の内訳としましては、商船等１８名、漁船７

名となっております。月末未済求職数は１５名でした。

● 成立状況について

８月は管外に２件成立しました。沿海の貨物船に一等航海士として

４０代男性１名、漁船に甲板長として４０代男性１名が採用されまし

た。

● 求人倍率について

８月の月間有効求人倍率は、１．００倍でした。前月は１．１４倍

でしたので０．１４ポイント減少、また、前年同月は１．５７倍でし

たので０．５７ポイント減少となっております。

● 新規求職者の退職理由又は求職理由別内訳について

８月の新規求職者９名のうち離職者５名の退職理由としましては、

船舶所有者都合が２名、自己都合が３名となっており、離職以外の方

４名の求職理由としましては、４名全員就業中に転職を希望するもの

した。

新規求職者が所属していた会社所在地につきましては、管内が３名、

管外が６名となっております。

● 失業等給付支給内訳について

基本手当受給者実人員は１名、支給延べ件数は１件で、基本手当支

給金額は１５４，２８６円、その他、再就職手当の支給が１件あり、

再就職手当給付金額は、３１９，４６４円でした。総支給額は、４７
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３，７５０円でした。

宮里部会長

ただいまの説明につきまして、何か質問等ございますか。

ないようであれば、議事３の意見交換に移りたいと思います。何かご

ざいますでしょうか。

宮里部会長

先程、議事録のときに大﨑委員が言われたように、何とかハードルを

下げて求職にあたって健康状態の確認を証明書まで要求することなく、

できるようにして頂きたいと本当に思います。健康証明について、もう

少し詳しくお願いします。

事務局（野原補佐）

労働局へ確認したところ、ハローワークでは事前に健康状態の確認は

行っていないとのことでした。しかし、船員に関しては、船員職業安定

法施行規則により、健康証明書を提出しなければならないということで

ございます。

宮里部会長

運用上は多少緩和されているわけですね。

宮城委員（使）

健康証明書は、採用後に求めればいいのではないかと思います。

宮里部会長

法律等に規定していると、改正がないとなかなか難しく、限度がある

ことがわかりました。

では、ほかに御質問とか意見がないようでしたら、事務局より前回の

質問に対する回答があるようですので、よろしくお願いいたします。

事務局（野原補佐）

前回、姫路委員から御指摘がありました、求人・求職内訳表のその他

船舶の振り分け方についてでございますが、内容を精査したところ、砂

利運搬船等積載能力のある船舶について、誤ってその他へ分類していま

した。お配りの資料のとおり、貨物船へ分類し直しました。

御指摘ありがとうございました。

宮里部会長

よろしいでしょうか。

姫路委員（労）

ありがとうございます。

宮里部会長

姫路委員から御了解いただいたと思いますので、今後もよろしくお願
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いいたします。

では、きょうの審議内容については、これで終わりのようですので、

事務局から連絡があれば、御連絡をよろしくお願いいたします。

事務局（西専門官）

１０月の船員部会は１０月２３日金曜日、５階海技試験室で、１４時

から開催いたします。出席できない場合は、事前に事務局まで御連絡く

ださい。

今回の議事録案につきましては後日、いつもどおりメールで照会させ

ていただきますので、ご確認をお願いします。

宮里部会長

それでは、本日の部会はこれで終了いたします。

お疲れさまでした。


